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第 21 回愛媛都市計画地方審議会（昭和 27 年 3 月 21 日開催） 

 

出席者 

会長     知事               

    委員     建設技官             

    同      運輸技官             

    同      県会議員 5名            

   同                       

    同                       

     同      松山市長             

     同      松山市会議員 6名        

    同      今治市長             

    同      今治市会議員 5名        

    同      宇和島市長            

    同      宇和島市議会議員 5名      

    同      西條市長             

    同      西條市会議員 5名        

    同      八幡浜市長            

    同      八幡浜市会議員 5名       

    同      新居浜市長            

    同      新居浜市会議員 5名       

    同      中萩町長             

    同      川之江町長            

    同      川之江町会議員 3名       

    同      副知事              

    同      総務部長             

    同      民生部長             

    同      経済部長             

    同      土木部長             

    同      衛生部長             

    同      農地部長             

    同      労働部長             

    同      教育長              

   臨時委員    四国鉄道管理局長         

番外 幹事    松山市技師            

同  同     今治市土木課長          

同  同     宇和島市土木課長         

同  同     庶務課長             

同  同     建築課長             

同  同     都市計画課長           
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議事項目 

報第 30号 委員幹事異動報告 

議題 79号 松山特別都市計画準防火地域変更に付いて 

議題 80号 松山特別都市計画街路事業及びその執行年度割決定について 

議題 81号 松山特別都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度決定について 

議題 82号 今治特別都市計画街路事業及びその執行年度割決定について 

議題 83号 宇和島特別都市計画街路追加廃止並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議題 84号 八幡浜都市計画街路事業及びその執行年度割決定について 

議題 85号 八幡浜都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度決定について 

議第 86号 新居浜都市計画区域追加について 

議第 87号 新居浜都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 88号 新居浜都市計画公園並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議題 89号 西條都市計画街路事業及びその執行年度決定について 

議第 90号 川之江都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決定について 

 

議第議第議第議第 79797979号号号号    昭和昭和昭和昭和 26262626年年年年 11111111月月月月 9999日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 48484848号建設大臣付議松山特別都市計画準防火地域変更号建設大臣付議松山特別都市計画準防火地域変更号建設大臣付議松山特別都市計画準防火地域変更号建設大臣付議松山特別都市計画準防火地域変更についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 48号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のように松山特別都市計画準防火地域変更について其の会

議の審議に付する。 

昭和 26年 11月 9日    建設大臣  

理由書 

本市発展形態及び経済的変遷によって市の状況が変化し、且建築基準法施行に伴い防火の規定が一段と

強化されたために現実との調和を図ろうとするものである。 

 

議第議第議第議第 80808080号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 78787878号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 48号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のように松山特別都市計画街路事業及びその執行年度割決

定の件を其の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

松山特別都市計画街路事業並びにその執行年度割決定 

第一 都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

1,2,5、松山駅前堀江線、宮田町 245番地、宮田町、30、幅員・延長の一部 

別紙図面表示の通り 

第二 事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 5分 
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昭和 27年度      約 6割 

昭和 28年度      約 3割 5分 

理由書 

松山及び堀江両港の拡充整備に伴って国鉄松山駅より両港に通ずる本路線の交通量が頗るに増加してき

た種将来路面軌條の一部乗り入れが考慮されるに至ったので、本案のようにこれを整備し、交通の円滑化

を図ろうとするものである。 

 

議第議第議第議第 81818181号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 5555日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 81818181号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画水利施設並松山特別都市計画水利施設並松山特別都市計画水利施設並松山特別都市計画水利施設並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 81号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のように松山特別都市計画水利施設並びに同事業及びそ

の執行年度決定の件を其の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

松山特別都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度 

第一 特別都市計画水利施設は次の通りである。 

【番号、名称、位置、容量（立法メートル）、面積（平法メートル）、摘要】 

1、三番町水槽、郵便局西角、5.73、1.91、井戸式 

2、魚町水槽、魚町 2丁目、5.73、1.91、井戸式  

3、本町水槽、本町 1丁目、5.73、1.91、井戸式  

4、河原町水槽、河原町、5.73、1.91、井戸式 

5、北京町水槽、北京町 3丁目、5.73、1.91、井戸式  

6、此花町水槽、此花町国道筋、5.73、1.91、井戸式  

7、萱町第 1水槽、萱町 1丁目、5.73、1.91、井戸式  

8、鉄砲町水槽、鉄砲町駅前、5.73、1.91、井戸式  

9、土橋町水槽、土橋町県道角、5.73、1.91、井戸式  

10、西立花町第 1水槽、西立花町東、5.73、1.91、井戸式 

11、西立花町第 2水槽、西立花町西、5.73、1.91、井戸式  

12、高砂町水槽、高砂町、5.73、1.91、井戸式 

13、南江戸町水槽、南江戸町松山駅前、5.73、1.91、井戸式     

14、北京町水槽、北京町 2丁目、5.73、1.91、井戸式 

15、萱町第 2水槽、萱町 6丁目古町駅前、5.73、1.91、井戸式 

別紙図面表示の通り 

第二 前項の計画はこれを特別都市計画事業とし、昭和 26年度において執行するものとする。 

理由書 

消防水利の実情及び火災発生の危険度等の見地から本案のように位置を選定して井戸式による防火水槽

を設置し防火の万全を期そうとするものである。 
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議第議第議第議第 82828282号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 5555日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 77777777号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

今治特別都市計画街路事業及今治特別都市計画街路事業及今治特別都市計画街路事業及今治特別都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 77号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように今治特別都市計画街路事業及びその執行年度割決定の件を

其の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 5日    建設大臣  

 

今治特別都市計画街路事業並びにその執行年度割 

第一、 都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）】 

2,2,4、大坪通辻堂線、蒼社地内、蒼社地内、8、延長・幅員の一部 

別紙図面表示の通り 

第二、 事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 6割 

昭和 27年度      約 4割 

理由書 

本路線は今治市近郊十余町村に通ずる重要連絡街路であるが、これに架設せられている木橋「榎橋」は

腐食による老朽甚だしく交通上危険な状態にあるので本案のようにこれを整備し、本路線利用度の増進を

図ろうとするものである。 

 

議第議第議第議第 83838383号号号号    昭昭昭昭和和和和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 86868686号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

宇和島特別都市計画街路追加廃止並宇和島特別都市計画街路追加廃止並宇和島特別都市計画街路追加廃止並宇和島特別都市計画街路追加廃止並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 77号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように宇和島特別都市計画街路追加廃止並びに同事業及びその執

行年度割決定の件を其の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

宇和島特別都市計画街路追加廃止並びに同事業及びその執行年度割 

第一 都市計画街路第三中、1等小路第5号線はこれを廃止し、2等大路第3類第14号線を次のように追加する。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）】 

2,3,14、桝形町来村線、桝形町、来村大字寄松、（明倫町、新田町）、12 

別紙図面表示の通り 

第二、都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,3,10、御殿町九島橋線、御殿町、御殿町、12、延長の一部 

2,3,14、桝形町来村線、明倫町、来村、（新田町、山際町）、12 

別紙図面表示の通り 

第三 事業の執行年度割を次のように定める。 
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昭和 26年度      約 1割 

昭和 27年度      約 1割 5分 

昭和 28年度      約 3割 5分 

昭和 29年度      約 1割 5分 

昭和 30年度      約 2割 5分 

理由書 

府県道宇和島宿毛線は宇和島市と高知県宿毛を結ぶ南予地方唯一の幹線であるが、幅員狭小の為、近時交通量

の激増により市街地との連絡箇所において、一般交通に多大の支障をきたしているので、これに代わる路線とし

て本案のように 2路線を愛媛県知事において整備し、溢路を打開して輸送力の増強に資せんとするものである。 

 

議第議第議第議第 84848484号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 84848484号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

八幡浜都市計画街路事業及八幡浜都市計画街路事業及八幡浜都市計画街路事業及八幡浜都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 77号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように八幡浜都市計画街路事業及びその執行年度割決定の件を其

の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

八幡浜都市計画街路事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,3,2、下松陰五反田線、江戸岡、溝滝、（徳雲母）、11、延長の一部 

別紙図面表示の通り 

第二、 事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 5分 

昭和 27年度      約 1割 5分 

昭和 28年度      約 3割 

昭和 29年度      約 5割 

理由書 

本路線は府県道宇和・八幡浜線の一部で国鉄八幡浜駅及び八幡浜港に連絡し、宇和島市、宇和町及び三

瓶町に通ずる幹線として交通量は極めて多いのであるが、幅員狭溢のため交通上多大の支障をきたしてい

るので、これを愛媛県知事において本案のように整備し、輸送力の増強に資せんとするものである。 

 

議第議第議第議第 85858585号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 5555日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 79797979号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

八幡浜都市計画水利施設並八幡浜都市計画水利施設並八幡浜都市計画水利施設並八幡浜都市計画水利施設並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 79号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように八幡浜都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度決

定の件を其の会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  
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八幡浜特別都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度 

第一 都市計画水利施設は次の通りである。 

防火水槽 

【番号、名称、位置、容量（立法メートル）、面積（平法メートル）、摘要】 

1、松尾水槽、八幡浜市大字松尾、45.5、23.8  

2、松柏水槽、八幡浜市大字松柏、45.5、23.8 

3、松柏大前水槽、八幡浜市大字松柏大前、45.5、23.8  

4、大平水槽、八幡浜市大平、45.5、23.8  

5、津羽井水槽、八幡浜市大字津羽井、45.5、23.8、  

別紙図面表示の通り 

第二 前項の計画はこれを特別都市計画事業とし、昭和 26年度において執行するものとする。 

理由書 

消防水利の実情及び火災発生の危険度等の見地から本案のように位置を選定して防火水槽を設置し防火

の万全を期そうとするものである。 

 

議第議第議第議第 86868686号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 5555号建設大臣付議新居浜都市計画区域追加号建設大臣付議新居浜都市計画区域追加号建設大臣付議新居浜都市計画区域追加号建設大臣付議新居浜都市計画区域追加についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 5号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画区域に新居郡垣生村、新居郡神郷村、新居

郡多喜浜村及び宇摩郡天満村を追加する件についてその会の意見を徴する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

理由書 

新居浜都市計画区域は昭和 10 年１町 5 か村をもって構成せられ現在に至ったのであるが、その後別子銅山

を根幹とする重軽工業が大いに発展し、しかも昭和 14 年新居浜港の築造が完成されてからは臨港工業地帯を

形成して四国地方としては屈指の工業都市となっている。新居浜市はこれら地域の中心を成し、交通路は四周

に走り、文化慰楽等の施設も多くこの地方の発展の根源をなしている。而してこれら工場労務者は周辺町村よ

りの通勤者であり、又これら地域の農畜水林産等豊富な産物は工業地域に吸収せられ、両者相通じて一大ブロ

ックをなしている。右述のようにこの地方の発展は著しくその経済的社会的一帯を成す地域は既に現在の都市

計画区域をもってしては足らず、将来も益々拡張の趨勢が見られるので、この地方の適正な発展整備をはかる

ために本案のように既定の都市計画区域に 4か村追加し都市計画の精華をここに見ようとするものである。 

 

議第議第議第議第 87878787号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 85858585号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

新居浜都市計画街路変更並新居浜都市計画街路変更並新居浜都市計画街路変更並新居浜都市計画街路変更並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 85号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割

決定をその会の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

新居浜都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割 
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第一、 都市計画街路第三中、1等小路第 4号線を改めて次のようにする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）】 

2,小,4、久保田上原線、新居浜市金子字上分組、中萩町大字上原、（中萩町大字横木、中萩町大字本郷）、8 

  但し、起点を隔る 2,650メートルの地点より、2,725メートルの地点に至る区間の幅員はこれを 6

メートルとする。 

別紙図面表示の通り 

第二、都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,1,3、前田多喜浜駅線、新居浜市大字金子、新居浜市字季、20、延長の一部 

1,小,4、久保田上原線、新居浜市金子字上分組、中萩町大字上原、（中萩町大字横木、中萩町大字本郷）、

8、延長の一部、幅員は但し書きの 6メートル区間を含む。 

別紙図面表示の通り 

第三、前項の事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 2割 

昭和 27年度      約 2割 

昭和 28年度      約 2割 

昭和 29年度      約 4割 

 

理由書 

新居浜市の産業の発展に伴って中萩町南部一帯が住宅地化されつつある現状に鑑み、久保田中萩線（1,

小,4）の利用度増進を図るため、これが一部を改めて久保田上原線（1,小,4）とし、前田多喜浜駅線につい

ては、新居浜市の重工業地帯に通ずる重要幹線で昭和 23 年度よりこれが整備を実施しているものであり、

これら両路線を整備して輸送力の増進と市勢の発展に寄与せしめようとするものである。なお、久保田上

原線については中萩町地内の事業であるから中萩町長をして事業の執行に当たらせる。 

 

議第議第議第議第 88888888号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 15151515日建設省日建設省日建設省日建設省 26262626媛都第媛都第媛都第媛都第 80808080号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

新居浜都市計画公園並新居浜都市計画公園並新居浜都市計画公園並新居浜都市計画公園並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 85号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画公園並びに同事業及びその執行年度割決定

をその会の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

新居浜都市計画公園並びに同事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画公園は次のようである。 

【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）】 

1、瀧の宮公園、新居浜市字金子地内、約 51.7 

2、中萩公園、中萩町字横山地内、約 4.6  

別紙図面表示の通り 

第二、 都市計画公園第一中次の公園を都市計画事業とする。 
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【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）、摘要】 

1、瀧の宮公園、新居浜市字金子地内、約 4.24、計画の一部、苑路、植樹 

別紙図面表示の通り 

第三、 本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度   約 2割 5分 

昭和 27年度   約 7割 5分 

理由書 

工業都市としての新居浜市の躍進は近時めざましいものがあるが、未だ公園と称すべき施設を有してお

らず、市民の保健、慰楽の施設である公園の設置が要望されているので、ここに本案のように位置及び地

形を選定して 2 公園を都市計画公園として設置し、その中で緊急整備を要する瀧の宮公園の事業を実施し

て市民の福祉増進に寄与しようとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 89898989号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月日建設省媛都第月日建設省媛都第月日建設省媛都第月日建設省媛都第 88888888号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

西條都市計画街路事業及西條都市計画街路事業及西條都市計画街路事業及西條都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 88号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように西條都市計画街路事業及びその執行年度決定をその会の審

議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  

 

西條都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度 

第一、 都市計画街路第三中、次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,3,1、国道朔日市線、大町、大町、11、延長の一部 

別紙図面表示の通り 

第二、 本事業は昭和 26年度においてこれを執行するものとする。 

理由書 

本路線は国道第 24号線と西條駅及び西條新居浜線を連絡する幹線道路であるが、幅員狭溢で交通上非常

な支障をきたしていたので、昭和 24年度よりこれが整備を実施中であって、昭和 26年度をもって事業の

完成を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 90909090号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 3333日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 82828282号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

川之江都市計画街路変更並川之江都市計画街路変更並川之江都市計画街路変更並川之江都市計画街路変更並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 21日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 82号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように川之江都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割

決定をその会の審議に付する。 

昭和 27年 3月 3日    建設大臣  
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川之江都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画街路第三中、2等大路第 3類第 1号線を改めて次のようにする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,3,1、二名三島線、字東町、字開田、（字塩谷、農人町、字新町井地）、11 

  但し、起点を隔る 1,960 メートルの地点より、国道第 24 号線との交会点に至る区間の幅員はこれ

を 15メートルとし、起点より 1,930メートルの地点附近に地積約 180平方メートルの広場を設け

る。 

別紙図面表示の通り 

第二、 都市計画街路第三中次の路線を都市計画事業とする。 

街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要 

2, 3,1、二名三島線、農人町、開田、（新町）、11、延長の一部 

別紙図面表示の通り 

第二、 事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 1割 

昭和 27年度      約 2割 

昭和 28年度      約 2割 

昭和 29年度      約 3割 

昭和 30年度      約 2割 

理由書 

2 等大路第 3 類第 1 号潮見橋新浜線は愛媛県はもとより四国地方における産業、交通上の要所である川

之江町の幹線道路の一つとしてさきに計画の決定を見たのであるが、今般これを再検討した結果、本案の

ようにより充実した計画に改めて二名三島線とし、併せてその一部について事業を実施し、川之江町の有

する都市機能の増進に寄与せんとするものである。 

 

 

 

 

会議録 

書記：長らくお待たせいたしました。只今から第 21回都市計画愛媛地方審議会を開催いたします。 

議長：大変お待たせいたしまして申し訳ございません。実は本日四国の保育事業大会が厚生省並びに本県主催

で東雲校でございました。それが遅れまして大変お待たせしたことを申し訳なく、私の遅刻したことも

お詫び申し上げます。本日はご多忙の折にもかかわらず御遠路はるばる皆さん方には御参集をいただき

まして議会を進めて戴くこととあいなりましてまことに感謝に堪えぬ次第でございます。厚く御礼申し

上げます。つきましてはこれから第 21 回の都市計画審議会を開催いたしたいと存じます。本日の議案

は皆さまに御通知申し上げましたように松山特別都市計画準防火地域変更について他 12 件でありまし

て、さきに建設大臣から当審議会に付議になりましたので、その審議を願うために開会したのでござい

ます。まず議事規則によりまして本日の議事録署名者として私より御指名いたしたいと思いますので御

承諾を願いたいと思う次第でございます。それではここにお願したいのは署名者は委員と委員にお願い

いたしたいと思います。それではこれより御審議を願うのでありますが、その前に一応御断りしておき

ますが、これはすべて御承知のこととは存じますが市町村長と市町村会議員の方はその市町村に関しな
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い案件については参与できないことになっております。そのまま傍聴願うことに相成ります。 

それでは議題の第 30号でありますが、これは朗読を省略いたしましてお手元に配布しておりますと

ころの印刷物によって御了承いただきたいと存じます。次におそれいりますが、私もう他に 2 件ほ

ど参らなければならないところがございますので、甚だ勝手でございますが、議長代理として土木

部長にお願いたすことをお許しいただきたいと思いますがよろしくどうぞ。 

議長：それでは私知事に代わりまして議長をつとめさせていただきます。 

それでは第 79号議案の御審議をお願いいたします。朗読。 

委員：朗読いたします。 

議長：幹事に説明いたさせます。 

幹事：説明申し上げます。御承知のように建築基準法防火の規定が一段と強化されたのと近時頻発いたします

るところの都市災害から都市を完全に防火するというような意味から松山市では昭和 24 年に準防火地

域を指定したわけでございます。がしかし、その後戦災復興事業が着々と進行いたしました現状から見

ましてその当時決めた準防火地域は必ずしもこととマッチしない点が多々ございますので本案の通り

変更することによって市の将来の発展に沿いたいと考えまして本審議会に提案したようなわけでござ

います。どうぞ十分御審議下さいまして本案の通り御決定お願いしたいと存ずる次第であります。 

議長：質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御異議ないものと認めまして読会を省略して可決確定議といたします。 

続いて第 80号議案に移ります。 

議長：説明をいたさせます。 

幹事：提案理由を御説明申し上げます。御承知のように松山駅が戦災を受けましてその後の復興計画により

まして現在の駅舎より 40 メートルほど前方に本屋が出てくるわけでございます。従いまして現在国

鉄の駅前に乗り入れておりますところの城北線をそのままに放置するということになりますので交通

上いろいろ支障がございますので松山市におきましては 26 年度に県道松山・高浜線都市計画街路と

申します松山駅前・堀江線の幅員を一部拡張いたしまして現在の城南線と連接するということにより

まして貨客の混雑を少しでも緩和したいと考えまして 26 年度において改修の一部に着手したわけで

ございます。従いまして本案のように御審議の上御決定願いたいと存ずるものでございます。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：では御異議ないものと認めまして読会を省略して可決確定議といたします。 

続いて第 81号議案の御審議をお願いたします。 

議長：説明をお願いします。 

幹事：提案理由を御説明申し上げます。国家消防庁では火災による都市災害を未然に防止する様なことから昭和26

年度から消防水利施設の整備充実を図っているわけでございまして従いましてこの消防水利施設のために

県の方から事業費の約三分の一の国庫補助を受けまして先程読み上げましたように市内に約5か所の防火施

設を設置するわけでございます。つきましてはこの議案について十分御審議お願いしたいと思います。 

議長：御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

続いて 82号議案の御審議をお願いたします。 
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議長：説明をお願いします。 

幹事：議案第 82 号議案の御説明を申し上げます。本案は今治市内の榎橋が従来木橋でございまして腐朽が実

に甚だしいことの為に車馬の交通に危害がございますのでこのたび鉄筋コンクリートで工費約 1500 万

円を投じて 26年度と 27年度の 2カ年の計画事業としてやろうとしておるのでございます。その工事の

一部分を昭和26年度で着手したわけでございます。本案について十分御審議お願いしたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 83号議案の御審議をお願いたします。 

議長：説明をお願いいたします。 

幹事：議案の御説明を申し上げます。御承知のように宇和島市内の戦災復興事業も着々進捗いたしまして昭和 27年

度で第1期5カ年計画を大体完了したわけでございます。従いまして市内の主要幹線道路が整備拡充されまし

たけれども市内と宿毛を結ぶ幹線が御承知のように幅員は狭小であって紆余曲折しておるようなわけであり

まして本案に提案申し上げましたようにその一部を追加或いは改正いたしまして昭和26年度より30年度に亘

る5カ年計画として一部の事業に着手したわけでございますがよろしく御審議下さいますようにお願いします。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 84号の御審議をお願いたします。 

議長：説明をお願いいたします。 

幹事：議案の御説明を申し上げます。府県道宇和・八幡浜線は幅員が狭くなりかついろいろ交通量が多い

ものでございますので本県といたしましては昭和 26年度から 4カ年計画をもって宇和・八幡浜線に

代わるべき路線を県直営で以て改修しようといたしまして昭和 26 年度から着手しておるわけでご

ざいます。以上のような理由でございますので十分御審議願いたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 85号議案の御審議をお願いたします。朗読いたさせます。 

議長：説明いたさせます。 

幹事：議案の御説明を申し上げます。第 81号議案で御審議になったように八幡浜市内でも国家消防庁から

国庫補助を受けまして市内に 5 か所の防火水槽を設けたわけでございます。位置並びに事業ににつ

いて十分御審議お願いしたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 86号議案の御審議をお願いたします。朗読をお願いたします。 

幹事：議案の御説明を申し上げます。現在の新居浜都市計画区域に新居浜、泉川、角野、中萩の１市 3 町

に及んでおりますが現在の市の発展状況からみて更にこれと隣接し直に社会的、経済的、相互依存

関係をなす垣生、神郷、多喜浜、天満、4 村を含めた新区域を一つといたしまして都市計画を総合

的に建てるというような考えから本案のように区域を拡張したいと考えまして本審議会に提案した
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のでございます。何とぞよろしく御審議をお願いしたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 

委員：この案の意見を聴しておるということにつきましては御異議ございませんが、この区画のことにつきまして

はすでに地元といたしまして県とも連絡を取りながらこの上に新居郡の舟木村と大島村を加えて戴きたい。

今までお願しておったのであります。しかして本日参りましてこの書面を見まして大島村と舟木村が削除さ

れておりますので具体的なこの両村の区域にいれるということについては具体的な理由については県側も

よく御承知に事と思いますのでそれを省略いたしまして本省の方へ舟木村、大島村を是非追加していただく

ようお願いしていただきたいとこういうふうに考えておりますのでよろしく勘案をお願いたします。 

議長：その間の事情は皆さんのよく御承知のことと思うんでありますが、今大体の考えを都市計画課長か

ら御説明いたさせます。 

課長：御説明申し上げます。お話の通り、御意見ごもっともと思いますので私の方といたしましても 2 村

を含めたいわゆるあの地方を一体とした地方的な計画を建てる意味合いからいたしまして区域の変

更を是非加えたいというふうに考えておりましたのでございますが、県と本省の意見の相違もござ

いましたり何かいたしまして地元の御意思に沿うことが出来なかったことを誠に遺憾と思っておる

次第でございますが、つきましては本委員会の結果をそういうような御意見の出たということを付

記条件として報告することにいたしたいと思いますのでご了承願いたいと思います。 

議長：御異議ありませんか。 

委員：今課長さんの御説明いたしましたように県といたしましてはこの地元の状況につきましてよく調べ

ておりますので、とにかく本省の方へはこの意見を付してその線に沿っていただくようにお願いし

ていただきたいと、それにつきましても強力に現状をよく本省の方へ一つ具申していただきまして

実現できるように御協力をお願いたします。本案におきましてはもちろん賛成いたします・ 

議長：将来の問題につきましてはこの区域の拡張につきましては最大の努力を払ってゆきたいと思います。

それでは他に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 87号議案の御審議をお願いたします。朗読をいたさせます。御説明いたさせます。 

幹事：提案理由を御説明を申し上げます。議案第 87号議案の一番新居浜市内と郊外の住宅を結ぶ線でござ

いまして、早急に解消する必要がございますので昭和 26年度からその工事の一部に着手しているわ

けでございまして工事の進捗を図るような意味から一部の路線の幅員をせばめたようなわけでござ

います。それから第二は昭和 26年度で両線とも 4カ年計画で事業に着手しているわけでございまし

てさように事業計画を御決定になるように御審議を願いたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 88号議案の御審議をお願いたします。朗読をお願いたします。 

幹事：議案の第 88 号の御説明を申し上げます。新居浜市のような新興都市に適当なレクレーションの施設のある

ことは生産の状況にも非常に影響がございますので新居浜市といたしましてはこのたび瀧の宮、中萩の2か

所を都市計画公園として指定すると共に昭和26年度27年度の二カ年の計画事業として一部の整備事業に着

手しておるわけでございます。本案の通り実行できるよう十分御審議御協力お願いしたいと思います。 

議長：御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 89号議案の御審議をお願いたします。朗読をいたさせます。 

幹事：議案第 89号議案の御説明を申し上げます。西條市内の 2,3,1号線国道朔日市線は昭和 24年度から

計画事業として幅員の拡張事業をやっておるわけでございまして 26 年度でそれが完結するわけで

ございます。よろしく御審議を願いいたします。 

議長：御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 90号議案の御審議をお願いたします。朗読をお願いたします。 

幹事：議案の提案理由を御説明を申し上げます。川之江都市計画2,3,1号線二名三島線は国道24号線に代わる主要

幹線でございまして昭和 24 年度から計画改修しておるわけでございます。このたび新しく都市計画を決定

すると共に町内の一部を昭和26年度から30年度に亘る5カ年計画事業として本年度から改めてその実施に

移っているわけでございまして本案のように事業決定並びに計画決定を御審議お願いしたいと思います。 

議長：御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。 

次に第 91号議案の御審議をお願いたします。 

幹事：議案第 91 号議案の御説明を申し上げます。天満村が新たに新居浜市の都市計画区域に変更されたのでござい

ますが、天満村には無縁墓地が非常に多いのでございましてこれは以前から社会問題になっていたところでご

ざいます。社会環境上いろいろ地元に及ぼす影響がございましたので天満村では 26年度で国の方から補助を

受けて新しい墓地計画をいたしまして散在している墓地を一か所に集めるような事業をやっておるわけでご

ざいまして、これが出来上がりましたら生活環境を一新するようになるのではないかと考えているわけでござ

います。提案いたしました理由は以上のようなわけでございます。十分御審議をお願いしたいと思います。 

議長：御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして可決確定議といたします。以上を持ちまして本日ご審議願います

全部に議案を終了したわけでございますが本日は極めてご多忙のところまた長時間お待たせいたし

ましたお詫びを申し上げますと同時にお礼を申し上げる次第であります。長時間にわたりましてま

ことに御苦労さんでありました。以上を以て閉会いたしたいと思います。 
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第 22 回愛媛都市計画地方審議会（昭和 27 年 3 月 31 日開催） 

 

議第議第議第議第 91919191号号号号    新居浜都市計画墓地並新居浜都市計画墓地並新居浜都市計画墓地並新居浜都市計画墓地並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割執行年度割執行年度割執行年度割    

昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月    日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 99999999号建設大臣付議新居浜都市計画墓地並号建設大臣付議新居浜都市計画墓地並号建設大臣付議新居浜都市計画墓地並号建設大臣付議新居浜都市計画墓地並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそびそびそびそ

のののの執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 27年 3月 20日提出  都市計画愛媛地方審議会長 

建設省 26媛都第 99号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画墓地並びに同事業及びその執行年度割決定

をその会の審議に付する。 

昭和 27年 3月 20日    建設大臣  

 

新居浜都市計画墓地並びに同事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画墓地は次のようである。 

【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）】 

1、天満墓地、天満村字塚之端久保清水谷地内、約 1.58 

別紙図面表示の通り 

第二、 前項の計画はこれを都市計画事業とする。 

【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）、摘要】 

1、天満墓地、天満村字塚之端久保清水谷地内、約 1.58、苑路、墓域、休憩所、便所 

別紙図面表示の通り 

第二、 本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 26年度      約 2割 

昭和 27年度      約 3割 5分 

昭和 28年度      約 4割 5分 

理由書 

天満村には夥しい墓碑が散在し、生活環境，風致及び衛生上憂慮すべき状態にあるので、ここに都市計

画墓地として本墓地を選定し、これを整備してこれらの墓地群を整理統合し、都市環境の美化を図ろうと

するものである。 
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第 23 回愛媛都市計画地方審議会（昭和 27 年 4 月 27 日開催（持ち回り）） 

 

本議案の松山及び宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理は昭和 21 年度より松山及び宇和島市が事

業主体となり昭和 25年度を完成年度としてこれを実施し着々その成果をみつつありますが、その後情勢の

変化とそれに伴う戦災復興都市計画の再検討によって完了期限延長の必要が生じたのでその執行年度割を

本案のように改めて昭和 29年度までに事業の完了を期せんとするものであります。 

 

出席者 

会長     知事               

    委員     建設技官             

    同      運輸技官             

    同      県会議員 5名          

    同                       

    同                       

    同      松山市長             

     同      松山市会議員 6名        

    同      宇和島市長            

    同      宇和島市議会議員 5名      

    同      副知事              

    同      総務部長             

    同      民生部長             

    同      経済部長             

    同      土木部長             

    同      衛生部長             

    同      農地部長             

    同      労働部長             

    同      教育長              

   臨時委員    四国鉄道管理局長         

番外 幹事   松山市技師            

同  同    今治市建設部長          

同  同    宇和島市土木課長         

同  同    庶務課長             

同  同    建築課長             

同  同    都市計画課長           

 

議事項目 

議案第 92号 松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更の件 

議案第 93号 宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更の件 
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議案第議案第議案第議案第 92929292号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 25252525日媛都第日媛都第日媛都第日媛都第 68686868号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更のののの件件件件    

昭和 27年 3月 31日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

媛都第 68号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように松山特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更の

件をその会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 25日    建設大臣  

松山特別都市計画事業復興土地区画整理中、その執行年度割を次のように改める。 

自昭和 21年度、至昭和 26年度     約 7割 3分 

昭和 27年度              約 1割 5分 

昭和 28年度              約 1割 

昭和 29年度              約 2分 

理由書 

本事業は昭和 21年 9月以来これを実施して来たのであるが、その後情勢の変化とそれに伴う戦災復興都

市計画の再検討によって完了期限延長の必要が生じたので、執行年度割を本案のように改めて昭和 29年度

までに事業の完了を期せんとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 93939393号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 3333月月月月 25252525日媛都第日媛都第日媛都第日媛都第 33333333号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更のののの件件件件    

昭和 27年 3月 31日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

媛都第 33号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように馬島特別都市計画事業復興土地区画整理執行年度割変更の

件をその会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 25日    建設大臣  

 

宇和島特別都市計画事業復興土地区画整理中、その執行年度割を次のように改める。 

自昭和 21年度、至昭和 26年度     約 6割 5分 

昭和 27年度              約 1割 5分 

昭和 28年度              約 1割 

昭和 29年度              約 1割 

理由書 

本事業は昭和 21年よりこれを実施して来ており、着々その成果をみつつあるが、その後における情勢の

変化は戦災復興都市計画についての再検討を求めることとなり、本事業についても完了期限延長の必要が

生じたので、ここに執行年度割を本案のように改めて事業の完成を期せんとするものである。 
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第 24 回愛媛都市計画地方審議会（昭和 27 年 10 月 13 日開催） 

 

出席者 

会長     知事               

    委員     建設技官             

    同      運輸技官             

    同      県会議員 5名          

    同      松山商大学長           

    同      松山市技監            

    同      松山市長             

    同      松山市会議員 6名        

    同      副知事              

    同      総務部長             

    同      民生部長             

    同      経済部長             

    同      土木部長             

    同      衛生部長             

    同      農地部長             

    同      労働部長             

   臨時委員    四国鉄道管理局長         

 幹事     松山市技師            

  同      庶務課長             

 同      建築課長             

  同      都市計画課長           

 

議事項目 

報第 31号 委員幹事異動報告 

議案第 94号 松山特別都市計画防火地域指定及び同準防火地域変更の件 

 

議案第議案第議案第議案第 94949494号号号号    昭和昭和昭和昭和 27272727年年年年 9999月月月月 11111111日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第日建設省媛都第 55555555号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画防火地域指定及松山特別都市計画防火地域指定及松山特別都市計画防火地域指定及松山特別都市計画防火地域指定及びびびび同準防火地域変更同準防火地域変更同準防火地域変更同準防火地域変更のののの件件件件    

昭和 27年 10月 13日提出  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛都第 55号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように松山特別都市計画防火地域指定及び同準防火地域変更の件

をその会議の審議に付する。 

昭和 27年 3月 25日    建設大臣  

 

松山特別都市計画防火地域指定及び同準防火地域変更 

第一、 特別都市計画防火地域は別紙図面表示のようである。 

第二、 特別都市計画準防火地域中、前項の地域と重複する区域はこれを廃止し、別紙図面表示のように改める。 
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理由書 

松山市戦災復興の進捗に伴い防火地域指定の必要が生じたので、本案のように位置を選定し大火の発生

に備えて防火に万全を期せんとするものであり、また防火地域の指定に伴い既定準防火地域中、防火地域

と重複する区域はこれを廃止するものである。 

一、 防火地域 

延長、約 6,290メートル 

幅員、11メートル 

面積、約 6.92ヘクタール 

二、 準防火地域 

変更後の面積、約 207.99ヘクタール、 変更前の面積、約 214.91ヘクタール 

 

 

 

 

議事録 

司会：それでは只今かより第 24回都市計画愛媛地方審議会を開催いたします。 

議長：ごあいさつ申し上げます。これより第 24回の都市計画審議会を開催いたしますが、本日はご多用の

中にもかかわらず多数御参会いただきましてまことにありがとうございました。本日の議案は皆さ

まに御通知申し上げましたように松山特別都市計画防火地域の指定及び準防火地域の変更の件でご

ざいまして、本件につきましては建設大臣から本会に諮問がございましたので、ご審議をお願いす

る次第でございます。まず議事規則によって本日の議事録署名者を指名申し上げますから御賛成を

いただきますれば幸いに存じます。それでは委員さんと委員さんに署名者として御指名を申し上げ

たいと存じます。お願い申し上げます。なお委員幹事の異動がございますので、それはお手元に差

し上げております印刷物によりまして御了承願いまして朗読を省略いたします。それではこれから

議案第 94号の御審議をお願い申し上げます。議案を朗読いたさせます。 

(議案朗読) 

議長：これにつきまして何か御質問はございませんか。 

幹事：それでは只今上程せられました議案の御説明を申し上げます。大綱につきましては只今朗読いたし

ました理由書につきると思いましが、なお詳細にわたりまして敷衍をいたしたいと思います。 

準防火地帯の指定につきましては昭和 24 年 10 月 13 日にすでに指定に相成っておるわけでござい

ますが、昭和 27年の 3月 31日に地域縮小になりまして、只今お配りをしております区域に決定を

みておるわけでございます。今般松山市からの申請に基づきまして準防火地域中に防火地域を定め

ることに相成っておるわけでございますが、図面に赤で表示いたしておりますように、大街道、湊

町、千舟町、榎町、花園町、大手町の道路の両側と一番町の片側及び市役所前の広場に面する区域

道路から奥行き 11メートルの地域でございます。この指定を見ました場合にどういう影響があるの

か、この点について申し上げてみますと、今までの処いわゆる準防火地域といたしましては階数が

3 以上のもの、または延べ面積が 500 平米である場合におきましては主要構造物を耐火構造にする

こと、それから木造建築物はその外壁及び軒裏で延焼の恐れある部分を防火構造にすること。こう

いうふうな建築物の制限規定があったわけでございますが、防火地域指定を受けますと、先程は 500

平米と申し上げましたが、こんどは延べ面積が 100平米を超える建築物の主要構造物は耐火構造と



 - 19 - 

しなければならない。但し延べ面積 50平米以内の平屋建てで外壁の軒裏が防火構造になっておるも

のと、高さ 2 メートル以下の練り壁というものはこの限りではない、というふうに制限が強化せら

れるわけでございます。それから屋根の関係におきましては従来同様異動はございません。それか

ら次に開口部の防火に着きましても格別異動はございません。看板その他広告塔の関係につきまし

ては従来は制限がなかったのでございますが、この防火地域の指定を受けますと、看板、広告塔、

装飾塔その他これに類する工作物で屋上に設けているもの、または高さ 3 メートルを超えるもの、

その重要部分を不燃材料を使うというふうに制限が出来てくるわけでございます。この防火地域の

指定にともないまして別途耐火建築促進法によりましてこの地域がたまたま防火地域と同じ地帯に

なるようでございますが、防火帯の設定、これは耐火建築促進法第 4 条によりまして大臣から知事

市町村長の意見を求められまして防火帯の決定、いわゆる耐火建築促進法はこの 5 月に新しく制定

をみました法律でございまして、まず目的のところを読んでみますと、「この法律は都市における耐

火建築物の建築を促進し、防火建築帯の造成をはかり火災その他の防止、資材の合理的利用の増進

及び木材の消費の節約に資し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする」という目的により

まして防火建築帯が設定せられるわけでございますが、政府といたしまして法によりますと、まず

標準建築物、耐火構造によります場合の建築費、それから木造によります一般の建てる場合の建築

費、この建築費の差額を補償をする、いわゆる補助をしてゆこうということに相成っております。

具体的に申しますと、国で定めております耐火構造による標準建築費は 16,000円でございます。そ

れから木造の場合は 8,500 円でございましてその差額の 7,500円を国が四分の一負担することに相

成っております。之は法規では地方公共団体が負担する場合におきまして国がこの奨励の方法があ

るわけでございまして、各県の状況を見てみますと、この公共団体、いわゆる県、市町村、これは

松山市でございますが、県、市がそれぞれ折半になっておることが他府県の実情でございますし、

本省もさように…をいたしております。その金額を数字で一応当たってみますと、まず四分の一が

いわゆる 7,500円の四分の一、1,875円、これは平米当たりでございます。1,875円が国の補助金で

ございます。それから八分の一、937円 50銭が県、残りの八分の一、937円 50銭が市で、国がい

わゆる県市の同額を負担しようということに相なっております。それで県市が負担しない場合にお

きましてはこの補助金もないわけでございます。法の建前といたしましては国が四分の一 1,875円、

残りの八分の一、八分の一を県市が持ちまして、事業者といたしましては標準の建築費の差額の二

分の一 3,750 円を本人の負担に相成るようになっております。それで大体御参考までに申し上げま

すが、政府の予算は２億円でございます。全国の関係の申請が大体 3億 8千万円ばかり申請が出て

おるようでございまして重点順位によりましてこれが配分を受けるのではないかと思いますが、愛

媛県におきましては現在の処 2 件ばかりその申請が出ておるようでございます。本省の希望としま

しては住宅に絡んだ部面には相当優位に、これはせっかく建築促進法にもございますが、その優先

の順位は国が定めるということになっておりますので、ある程度はこの問題には促進をしなければ

ならない部面があるのではないかと心配いたしております。大体補助金関係につきましての見通し

を申し上げたわけでございますが、さように若干の補助金はありながら、しかし各個人の面におき

ましてはある程度の制限がございますので慎重に御審議をいただきますようにお願いをいただきた

いと思います。それから御参考までなんですが、先程の県市、いわゆる地方公共団体の負担の問題

にもからむものでございますが、松山市のほうにおきましても所要の負担が願えるようなお含みを

いただいておるようでございますし、県の方につきましても上司にお願いをいたしましてさような

運びになるよう手続きを進めておるわけでございますが、現在の処、知事さんの所まで書類が参っ
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ておりません。 

議長：只今の松山市の関係の人。 

委員：これは今の補助問題ですね、市が、公共団体が自分の建物を建てる場合もあるわけでございますね。 

幹事：ございます。 

委員：それから若し財政の都合によりまして、あるいは予定がその年に建てるつもりの予定というものが

つかないんですが、予算等が間に合わなくて、あるいは不足して出せないことがあっても差し支え

ないわけですね。 

幹事：それは市の場合ですが、一応これは本省の予算の組み入れ方の問題でございますので、具体的な問

題によって本省が決定しようかと思います。それでその内容がはっきりいたしません場合には国の

方の補助金がごうかなと思うんですが、実はこれはちょっと申し上げておかなければいかんと思う

んですが、この間も市役所の方で申し上げたんですが、県が建てます場合には市も困るんではない

かと思いますし、市が建てます場合におきましてもちょっと問題もありますし、よその県の例など

をみますと、両方とも持ちあってないようでございますので、この規定ができましても公共団体は

双方持っておらないんではないかと思っております。国からの補助金は当然持っておりませんでも

四分の一は来るようでございます。また市の場合でも四分の一は来るようでございますからその事

例によってゆくほかはいたしかたないんではないかと思います。 

議長：ほかにご質問ございませんか。 

委員：この防火地域の指定及び準防火地域の変更いわゆる会に諮問の形で出されましたこの案は新たに国

の方針によって法律に準拠して国がこういうことを決定したいという意思なのでありますか、ある

いはまた県あるいは松山市が発動してこういうようにやってもらいたいというような意見を具申さ

れてその結果がこういう諮問になったのか、その点、それからなお今後各市の県下各市に対しては

どういう見通しであるかその点、それからなお防火地域と準防火地域の差異。今お話になった燃焼

物とか不燃焼物という話があります。それ以外にどういうところが違うのかという点を具体的に。 

幹事：一点の問題でございますが、これは法規が二本立てでございまして、建築基準法の 60条によりまし

て防火地域の指定、これは市町村長からの申請に基づきまして建設大臣の決定に基づき、本諮問の

問題につきましては松山市からの申請に基づいてやっております。それから他の公共団体の問題で

ございますが、新居浜市がこの問題が今論議せられておりますが、相当これによる影響などもあり

まして慎重に考究中でございます。これで本省関係におきましても補助金の問題がございますから、

促進に努めるようにとのお話がございますけれども、市と政府の連絡は了解が出来ておりませんの

でまだその運びになっておりませんが、その動きがあるようでございます。他の市につきましては

今までの処聞いておりません。それから差異の問題につきましては建築基準法によりまして、先程

申し上げましたようなことが大綱なんでございますが、大体この準防火地域、いわゆる建築基準法

よりましてすでに制限を受けておるところが先程申し上げましたような制限が強化せられる。こう

いうことになるわけでございます。先程申し上げました建築物の関係、それから屋根、開戸口は最

初なかった看板などが制限がきつくなる。こういうことなんですが、準防火帯であれば 500平米ま

ではかまわなんだのが、こんどは 100平米という風に範囲が縮小せられまして建てる場合に  の

ほうの制限と申しますかそういうふうなことに相成るわけでございまして、その他格別変わったこ

とはないんではないかと思っております。 

委員：異議なし。 

議長：他に御質問なり御審議はございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御異議ないものと認めまして読会を省略いたしまして議決決定といたしたいと思います。

今日御審議を願いまして議案を議了いたしたことに相成りましたが異議なき旨の御諮問することに

決定いたします。御了承願います。それでは御多用中誠にありがとうございました。これによりま

して松山市も一段とこの問題につきましては解決を早く相成ることと思うしだいでございます。当

然松山市におきましても一層御努力をお願いいたしたいと思います。本日は御多用中お集まりを願

いまして誠にありがとうございます。 

 

 



 - 22 - 

第 25 回愛媛都市計画地方審議会（昭和 28 年 3 月 21 日開催） 

 

出席者 

会長     知事               

    委員     建設技官             

    同      運輸技官             

     同      県会議員 5名          

    同      松山商大学長           

    同      松山市技監            

    同      松山市長             

    同      松山市会議員 6名        

    同      今治市長             

    同      波止浜町長            

    同      今治市会議員 5名        

    同      八幡浜市長            

    同      八幡浜市会議員 5名       

    同      新居浜市長            

    同      新居浜市会議員 5名       

    同      泉川町長             

    同      西條市長             

    同      西條市会議員 5名        

    同      川之江町長            

    同      川之江町会議員 2名       

    同      菊間町長             

    同      菊間町会議員 3名        

    同      大洲町長             

    同      大洲町会議員 4名        

    同      宇和町長             

    同      宇和町会議員 3名        

    同      三瓶町長             

    同      三瓶長会議員 3名         

    同      副知事               

    同      総務部長             

    同      経済部長             

    同      労働部長             

    同      衛生部長             

    同      民生部長             

    同      農地部長             

    同      土木部長             

   臨時委員    四国鉄道管理局長         
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番外 幹事    都市計画課長           

同  同     庶務課長             

同  同     建築課長              

同  同     松山市都市計画課長         

同  同     今治市技監            

 

議事項目 

報第 32号 委員幹事異動報告 

議第 95号 松山特別都市計画街路事業及びその執行年度割決定について 

議第 96号 松山特別都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びその執行年度決定について 

議第 97号 松山特別都市計画公園追加変更について 

議第 98号 松山特別都市計画公園事業及びその執行年度割決定について 

議第 99号 今治復興都市計画街路追加変更並びに同事業及びその執行年度決定について 

議第 100号 八幡浜都市計画街路追加変更及び同事業変更について 

議第 101号 八幡浜都市計画水利施設（防火水槽）追加並びに同事業及びその執行年度決定について 

議第 102号 新居浜都市計画街路事業及びその執行年度割決定について 

議第 103号 新居浜都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びその執行年度決定について 

議第 104号 西條都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 105号 西條都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 106号 川之江都市計画街路変更について 

議第 107号 菊間都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 108号 大洲都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 109号 宇和都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 110号 三瓶都市計画街路決定について 

議第 111号 三瓶都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその執行年度割決定について 

議第 112号 三瓶都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びその執行年度決定について 

 

議案第議案第議案第議案第 95959595号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 82828282号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及松山特別都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 82号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のようにについて松山特別都市計画街路事業及びその執

行年度割決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

松山特別都市計画街路事業及びその執行年度割 

第一、特別都市計画街路中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

1,1,1、花園町線、南堀端町 10番地、湊町 5丁目 5番地、（花園町）、26.5、幅員の一部、舗装 

1,2,1、中央循環線、二番町 40番地、西堀端町 10番地、（南堀端町）、6、幅員及び延長の一部、舗装 
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「別紙図面表示の通り」 

第二、 事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 6割 

昭和 28年度      約 4割 

理由書 

中央循環線及び花園町線は国鉄松山駅と松山市の裏玄関に当たる松山市駅とを結び、遠くは松山港及び今治

市に連絡する幹線道路で近時交通量はとみに増大しつつあり、これが路面の整備が急務となったので、これを

本案のように舗装し、一般交通の利便を図ると共に松山市の産業経済の向上に寄与せしめんとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 96969696号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 43434343号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画水利施設松山特別都市計画水利施設松山特別都市計画水利施設松山特別都市計画水利施設（（（（防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 43号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のようにについて松山特別都市計画水利施設（防火水槽）

並びに同事業及びその執行年度決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

松山特別都市計画水利施設追加並びに同事業及びその執行年度決定 

第一、特別都市計画水利施設「防火水槽」中に次の防火水槽を追加する。 

【番号、名称、位置、容量（立方メートル）、面積（平方メートル）】 

16、通町水槽、松山市通町中央循環線中央、49.66、24.15 

17、持田町水槽、松山市持田町測候所前、49.66、24.15 

18、木屋町水槽、松山市木屋町駅前、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

19、西立花水槽、松山市西立花町市営住宅入口、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

20、泉町水槽、松山市泉町ガード西、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

21、三津朝日町水槽、松山市三津朝日町柳井町との交差点、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

22、三津通町水槽、松山市三津通町東角、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

23、三津西須賀町水槽、松山市三津西須賀町警察予備隊前東角、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

24、三津栄町水槽、松山市三津栄町マーケット西御幸町交差点、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

25、三津船場町水槽、松山市三津船場町関谷勝利方前、40立方メートル相当の湧水量、1.77 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを特別都市計画事業とし、昭和 27年度において執行するものとする。 

理由書 

昭和 26年に引き続き、昭和 27年度においてもさらに本案のように防火水槽を追加整備して消防水利の

充実を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 97979797号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 12121212号建設大臣付議松山特別都市計画公園追加変更号建設大臣付議松山特別都市計画公園追加変更号建設大臣付議松山特別都市計画公園追加変更号建設大臣付議松山特別都市計画公園追加変更についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 12号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のようにについて松山特別都市計画公園追加変更の件を
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その会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

松山特別都市計画公園追加変更 

第一、 特別都市計画公園中第 5号新玉公園の一部を改め、第 13号清水公園及び第 14号萱町公園を追加し

て次のようにする。 

【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）】 

3、新玉公園、新玉町地内、0.19  

13、清水公園、清水町地内、0.31  

14、萱町公園、萱町 8丁目地内、0.14 

「別紙図面表示の通り」 

理由書 

新玉公園は特別都市計画土地区画整理事業の第一工区内にあり、これが事業の進捗に伴う換地の操作を

円滑ならしめるため、公園面積を一部縮小する必要が生じたので、これを本案のように改めると共に更に

清水・萱町の両公園を追加決定して松山特別都市計画公園の充実を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 98989898号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 3333月月月月 18181818日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 77777777号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

松山特別都市計画公園事業及松山特別都市計画公園事業及松山特別都市計画公園事業及松山特別都市計画公園事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 77号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により別紙図面表示のように松山特別都市計画公園事業及びその執行年度割

決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 3月 18日    建設大臣  

 

松山特別都市計画公園事業及びその執行年度割 

第一、特別都市計画公園中次の公園を特別都市計画事業とする。 

【番号、名称、位置、地積（ヘクタール）、摘要】 

1、 城山公園、堀之内町、約 13.5、野球場、庭球場、競技場、体育館、弓道場、ラグビー場、修景そ

の他附帯施設 

「別紙図面表示の通り」 

第二、本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 3割 9分 

昭和 28年度      約 5割 9分 

昭和 29年度      約 2分 

理由書 

松山市の中央部に位置する本公園が昭和28年度開催の第8回国民体育大会会場のひとつに指定せられた

ので、これを総合グラウンドとして本案のように整備し、大会に備えると共に将来に亘り運動場として市

民福利の増進に寄与せしめようとするものである。 
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議案第議案第議案第議案第 99999999号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省媛計第日建設省媛計第日建設省媛計第日建設省媛計第 5555号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

今治復興都市計画街路追加変更並今治復興都市計画街路追加変更並今治復興都市計画街路追加変更並今治復興都市計画街路追加変更並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛計第 5号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように今治復興都市計画街路追加変更並びに同事業及びその執行

年度決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

今治復興都市計画街路追加変更並びに同事業及びその執行年度（波止浜の部） 

第一、復興都市計画街路第三中 2等大路第 2類第 1号線の一部を改め、2等大路第 3類第 19号線を追加

して次のようにする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,2,1、今治本町波止浜名切線、今治市本町、波止浜町大字高部字名切、(今治市大新田、波止浜町大字高部）、15 

但し、起点を隔たる 3,390メートルの地点より、延長 1,790メートルの区間の幅員はこれを 11メ

ートルとし、同点より終点に至る区間の幅員はこれを 8メートルとする。 

2,3,19、波止浜停車場大浦線、波止浜町大字高部字家ノ下、大字波止浜字大浦、（大字波止浜字高部）、11 

但し、起点附近に地積約 1,800平方メートルの駅前広場及び起点を隔たる 1,360メートルの地点附近に

地積約 1,200平方メートルの広場を設け、同点より終点に至る区間の幅員はこれを 8メートルとする。 

第二、前項の計画中 2等大路第 3類第 19号線を次のように特別都市計画事業とする。 

2,3,19、波止浜停車場大浦線、波止浜町大字高部字家ノ下、波止浜町大字高部字家ノ下、11、延長の一部 

但し、広場地積は約 1,800平方メートルとする。 

「別紙図面表示の通り」 

第三、 本事業は昭和 27年度においてこれを執行するものとする。 

理由書 

昭和 24年 5月今治復興都市計画区域に編入した波止浜町を含む街路網について検討した結果、本案のように 2

等大路第 2類第 1号線を延長し、2等大路第 3類第 19号線を追加して今治復興都市計画街路の充実を図ると共

に、2等大路第 3類第 19号線を緊急に整備して今治市及び波止浜町の発展に寄与せしめようとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 100100100100号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 13131313日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 40404040号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

八幡浜都市計画街路追加変更及八幡浜都市計画街路追加変更及八幡浜都市計画街路追加変更及八幡浜都市計画街路追加変更及びびびび同事業変更同事業変更同事業変更同事業変更についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 40号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように八幡浜都市計画街路追加変更及び同事業変更の件をその会

の審議に付する。 

昭和 28年 3月 13日    建設大臣  

 

八幡浜都市計画街路追加変更並びに同事業変更 

第一、都市計画街路中 2等大路第 3類第 2号線の一部を改め、2等小路第 2号線はこれを廃止し、1等小

路第 5号線を追加して次のようにする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 
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2,3,2、下松陰五反田線、字下松陰、大字五反田、(大字清滝字中土居河原田)、11  

1,小,5、清滝八代線、字清滝、大字矢野町、（字一貫田、長田）、8 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画に基づき、昭和 27年 5月 19日建設省告示第 591号八幡浜都市計画街路事業を別紙図面

表示のように改める。 

理由書 

2等大路第 3類第 2号線はその延長の一部に着いて昭和 26年度より事業を施行中であるが、一部工事施行区

間において家屋密集し工事の執行に非常な困難が予想されるので本案のように合理的計画に改めて事業の進捗

を図ると共に、1等小路第 5号線を追加し、2等大路第 3類第 2号線に接続させて交通の円滑と輸送力の増強

を図り、これに伴って地形上工事困難が予想される 2等小路第 2号線はこれを廃止しようとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 101101101101号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 81818181号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

八幡浜都市計画水利施設八幡浜都市計画水利施設八幡浜都市計画水利施設八幡浜都市計画水利施設（（（（防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽））））追加並追加並追加並追加並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 81号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように八幡浜都市計画水利施設（防火水槽）追加並びに同事業及

びその執行年度決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

八幡浜都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度 

第一、都市計画水利施設「防火水槽」中に次の防火水槽を追加する。 

【番号、名称、位置、容量（立方メートル）、面積（平方メートル）】 

6、向灘水槽、大字向灘、45.5、23.8 

7、堀川水槽、大字堀川町、45.5、23.8 

8、千代田水槽、大字千代田町、45.5、23.8 

9、広瀬水槽、大字矢野町、45.5、23.8 

10、五反田水槽、大字五反田、45.5、23.8 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを都市計画事業とし、昭和 27年度において執行するものとする。 

理由書 

八幡浜市の防火水槽は、昭和 26年に 5か所に亘りこれを整備したのであるが、昭和 27年度においても

さらに 5か所の防火水槽を追加設置して消防水利の充実を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 102102102102号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 41414141号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

新居浜都市計画街路事業及新居浜都市計画街路事業及新居浜都市計画街路事業及新居浜都市計画街路事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 41号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画街路事業及びその執行年度割決定の件をそ

の会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  
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新居浜都市計画街路事業及びその執行年度割 

第一、都市計画街路中次の路線を都市計画事業とする。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

1,小,2、新居浜駅裏喜光地線、泉川町字十郎甲 13、483ノ 1、角野町字岩原、（泉川町字松原字喜光地）、8  

但し、起点より 435 メートルの地点に至る区間の幅員はこれを 11 メートルとし、起点附近に

地積約 1,320平方メートルの広場を設ける 

「別紙図面表示の通り」 

第二、 本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 1割 

昭和 28年度      約 2割 

昭和 29年度      約 2割 

昭和 30年度      約 4割 

昭和 31年度      約 1割 

理由書 

本路線は国鉄新居浜駅と 1級国道 24号線及び泉川町の中心街とを結ぶ幹線街路であり、東新地方の発展

とともに本路線の交通量は逐年増大しつつあるので、これを本案のように整備して新居浜市及び泉川町の

進展に寄与せしめんとするものである。なお本路線は泉川町の区域にあるため、事業の執行行政庁を泉川

町長にするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 103103103103号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 22227777媛計第媛計第媛計第媛計第 42424242号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

新居浜都市計画水利施設新居浜都市計画水利施設新居浜都市計画水利施設新居浜都市計画水利施設（（（（防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて 

昭和 28年 3月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 41号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように新居浜都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びそ

の執行年度決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

新居浜都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度 

第一、都市計画水利施設は次のようである。 

【番号、名称、位置、容量（立方メートル）、面積（平方メートル）、摘要】 

1、1号水槽、若水町新居浜 397番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式   

2、2号水槽、新須賀町新須賀甲 435ノ 2番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式   

3、3号水槽、宮西町新居浜 872番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式 

4、4号水槽、泉池町新居浜 509番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式 

5、5号水槽、東町新居浜 408ノ 2番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式 

6 、6号水槽、西原町新居浜 144ノ 2番地、40立方メートル相当の湧水量、2.54、井戸式 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを都市計画事業とし、昭和 27年度において執行するものとする。 

理由書 

消防水利の実情及び大火発生の危険度等の見地から本案のように位置を選定して防火水槽を設置し、都
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市防災に万全を期そうとするものである。 

    

議案第議案第議案第議案第 104104104104号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 3333月月月月 13131313日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 39393939号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

西條都市計画街路変更並西條都市計画街路変更並西條都市計画街路変更並西條都市計画街路変更並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 39号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように西條都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決

定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 3月 13日    建設大臣  

 

西條都市計画街路事業変更並びに同事業及びその執行年度割 

第一、都市計画街路中 2等大路第 1類第 5号線の一部を次のように改める。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）】 

2, 1, 5、国道西條港線、大町字加茂新地、樋之口字八丁、（神拝、明屋敷）、20 

但し、起点より2等大路第3類第2号線との交差点に至る区間の幅員はこれを路面幅員11メートルとする。 

別紙図面表示の通り 

第三、 前項の計画はこれを都市計画事業とし、その執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 5分 

昭和 28年度      約 3割 5分 

昭和 29年度      約 6割 

理由書 

現在西條市における港湾連絡街路としては繁雑な市街地内を通る狭隘な在来道路を利用しており、交通の

安全及び物資輸送の円滑上憂慮すべき実情にあるので、西條港と 1級国道 11号線及び府県道西條高知線とを

連絡する重要路線である本路線を整備してこれを港湾連絡街路とし、本市の産業発展に寄与せしめようとす

るものであり、本路線の一部区間については在来の堤防を利用する為この区間の幅員を縮小するものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 105105105105号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 3333月月月月 13131313日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 88888888号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

西條都市計画水利施設西條都市計画水利施設西條都市計画水利施設西條都市計画水利施設（（（（排水施設排水施設排水施設排水施設））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 88号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように西條都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその

執行年度割決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 3月 13日    建設大臣  

 

西條都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその執行年度割 

第一、都市計画水利施設は次のようである。 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）】 

1、イ号排水路、神拝新町甲 517番地、三本松 512番地、（三本松）、5.0、1.0、9.1 

2、ロ号排水路、神拝三本松西 895番地、神拝新町 514番地、（神拝新町）、2.6、0.8、9.4 

但し、イ号及びロ号排水路の起点附近に地積約 190 平方メートルのポンプ場及び地積約 10,800
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平方メートルの遊水地を設ける。 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを次のように都市計画事業とする。 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）、摘要】 

１、イ号排水路、神拝新町甲 517番地、三本松 512番地、（三本松）、5.0、1.0、9.1、延長の一部 

２、ロ号排水路、神拝三本松西 895番地、神拝新町 514番地、（神拝新町）、2.6、0.8、9.4、延長の一部 

但し、イ号及びロ号排水路の起点附近に地積約 190 平方メートルのポンプ場及び地積約 10,800

平方メートルの遊水地を設ける。 

「別紙図面表示の通り」 

第三、本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 1割 

昭和 28年度      約 3割 

昭和 29年度      約 6割 

理由書 

西條市明屋敷地区は地形上低地を成し、しかも南海地震の影響を受けて更に地盤の沈下をみており、満

潮時には海水が逆流する等排水状況は極めて不良であるので、ここに本案のような排水施設を整備して都

市衛生の向上を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 106106106106号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 92929292号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

川之江都市計画街路変更川之江都市計画街路変更川之江都市計画街路変更川之江都市計画街路変更についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 92号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように川之江都市計画街路変更の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

川之江都市計画街路変更 

第一、都市計画街路第三を次のように改め、既定の街路はこれを廃止する。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,2,1、川之江駅古町線、川之江駅前、字古町、（字新町、字旭町）、15 

2,3,1、塩谷開田線、字塩谷、字開田、（字塩谷、字農人町、字新町、字井地）、11 

 但し、2等大路第3類第 3号線との交合点より同等第4号線との交差点に至る区間の幅員はこれを15

メートルとし、2等大路第 3類第 3号線との交会点附近に地積約 180平方メートルの広場を設ける。 

2,3,2、栄町線、字農人町、字山下、（字栄町、字農人町）、11 

2,3,3、川之江港線、旧金生川川口、字川原町、（字川原町）、11 

2,3,4、栄町井地線、字栄町、字井地、（字大江）、11 

1,小,1、塩谷馬場線、字塩谷、字馬場、（字枯木）、8 

1,小,2、栄町安坂線、字栄町、字安坂、（字大門）、8 

「別紙図面表示の通り」 

理由書 

川之江町は海陸交通の要衝に当たり、陸海産物の集散地として近時町勢はいよいよ発展する趨勢にあり、
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既定街路の不備が認められるに至ったのでこれを再検討した結果に基づき既定街路を廃止して本案のよう

な街路網を追加決定し、本町の進展に備えようとするものである。 

    

議案第議案第議案第議案第 107107107107号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 91919191号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

菊間都市計画水利施設菊間都市計画水利施設菊間都市計画水利施設菊間都市計画水利施設（（（（排水施設排水施設排水施設排水施設））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 91号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように菊間都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその

執行年度割決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

菊間都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画水利施設は次のようである。 

排水施設 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）】 

１、新町排水路、大字浜甲1932ノ2番地、大字浜甲1611ノ1番地、（栄町、新町、駅前通り）、0.7、1.5、18.8 

但し、起点附近に地積約18平方メートルのポンプ場及び地積約65平方メートルの遊水地を設け、

大字浜田 2308ノ 5番地より延長 146メートルの支線を設ける。 

2、西町排水路、大字浜甲 1932ノ 8番地、大字浜 1992ノ 5番地、（西町、下本町）0.7、0.93、7.1 

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを次のように都市計画事業とする。 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）、摘要】 

１、新町排水路、大字浜甲 2ノ 304ノ 4番地、大字浜甲 1611ノ 1番地、（駅前通り）、0.7、6.6、延

長の一部及び支線の全部 

2、西町排水路、大字浜甲 1932ノ 8番地、大字浜 1992ノ 5番地、（西町、下本町）、0.7、0.93、7.1 

「別紙図面表示の通り」 

第三、本事業の執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 3割 

昭和 28年度      約 3割 

昭和 29年度      約 4割 

理由書 

菊間町の地形は南海地震以来引き継いで地盤の沈下をみており、そのため排水状況は極めて不順となり、

殊に満潮時に降雨を見れば、雨水は氾濫し、路面冠水、家屋浸水等一般交通及び都市衛生上憂慮すべき実

情を呈しているのでここに両排水路を整備して本町の健全都市化を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 108108108108号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省媛計第日建設省媛計第日建設省媛計第日建設省媛計第 7777号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

大洲都市計画街路変更並大洲都市計画街路変更並大洲都市計画街路変更並大洲都市計画街路変更並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省媛計第 7号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように大洲都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割決
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定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

大洲都市計画街路変更並びに同事業及びその執行年度割 

第一、都市計画街路中第三を次のように改め、既定の街路はこれを廃止する。 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）、摘要】 

2,3,1、大洲徳ノ森線、大字大洲字山根、大字若宮、（常盤町大字若宮）、11 

但し、肱川橋の幅員はこれを 8メートルとする。 

2,3,2、片原町鉄砲町線、大字大洲字片原町、大字大洲字鉄砲町、（大字大洲字三ノ丸）、11 

2,3,3、片原町本久線、大字大洲字片原町、大字柚之木字本久、（大字柚之木）、11 

但し、亀山橋より終点に至る区間の幅員はこれを 8メートルとする。 

1,小,1、大洲駅前徳ノ森線、大字中村字飛窪、大字田ノ口字アラマ、（大字田ノ口字市木）、8 

但し、起点より 2 等大路第 3 類第 1号線との交差点に至る区間の幅員はこれを 15 メートル

とし、起点附近に地積約 2500平方メートルの広場を設ける。 

1,小,2、若宮慶雲寺線、大字田ノ口字チョウナガ、大洲大橋左岸、（大字若宮）、8 

[別紙図面表示の通り] 

第二、前項の計画中 1等小路第 1号線但し書きの広場地積約 2,500平方メートルを別紙図面表示のように

都市計画事業とし、その執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 3割 

昭和 28年度      約 7割 

理由書 

愛媛県最大の河川肱川中流に位置する大洲町は過去において水害相次ぎ具体的都市計画の策定が困難で

あったが近年肱川の改修により今後の都市発展が予想されるに至ったので、総合的見地から既定街路を廃

止して新しく本案のような街路網を計画し、町勢の進展に備えると共に特に緊急整備の必要がある駅前広

場について本案のように事業を実施しようとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 109109109109号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 89898989号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

宇和都市計画水利施設宇和都市計画水利施設宇和都市計画水利施設宇和都市計画水利施設（（（（排水施設排水施設排水施設排水施設））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 89号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように宇和都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその

執行年度割決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

宇和都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度割 

第一、 都市計画水利施設は次のようである。 

排水施設 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）】 

１、馬場排水路、大字久枝 1ノ 571番地、大字久枝 2ノ 38番地、（大字久枝）、0.92、1.20、38.0 

2、上鬼窪排水路、大字久枝 1ノ 424番地、大字鬼窪 2ノ 200番地、（大字久枝、大字鬼窪）、1.10、15.3  
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3、新地排水路、大字久枝 1ノ 322番地、大字鬼窪 2ノ 249番地、（大字久枝、大字鬼窪）、1.08、13.1 

4、駅前排水路、大字卯之町 1ノ 1291番地、大字卯之町 1ノ 1312番地、（大字卯之町）、0.86、6.1 

5、中の町排水路、大字卯之町 1ノ 1172番地、大字卯之町字坪ヶ谷 1ノ 1710番地、（大字卯之町）、

0.74、1.40、22.5 

  但し、大字卯之町 1ノ 1681番地より同 1ノ 1807番地に至る支線を設ける 

6、鬼窪排水路、大字鬼窪 1ノ 418番地、大字鬼窪 1ノ 590番地、（大字鬼窪）、0.62、0.80、8.1 

「別紙図面表示の通り」 

第二、 前項の計画はこれを都市計画事業とし、その執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 2割 

昭和 28年度      約 5割 

昭和 29年度      約 3割 

理由書 

宇和町は地形的に排水の利便に恵まれず、現在の配水施設は極めて不完全で無系統な昔時の灌漑用水路に

依存している状態であり、町勢の進展に伴って排水路の整備充実が急務となってきたので、ここに本案のよ

うな排水路を設けてこれを整備し、都市衛生の向上を図り、本町の健全な発展に資せんとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 110110110110号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 38383838号建設大臣付議三瓶都市計画街路決定号建設大臣付議三瓶都市計画街路決定号建設大臣付議三瓶都市計画街路決定号建設大臣付議三瓶都市計画街路決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 38号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように三瓶都市計画街路決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

三瓶都市計画街路 

第一 街路の等級及び幅員は左の標準による。 

１ 広路       幅員 44米以上 

２ １等大路は左の３類とす 

  第１類      幅員 36米以上 

  第 2類      幅員 29米以上 

  第 3類      幅員 22米以上 

３ ２等大路は左の３類とす 

  第１類      幅員 18米以上 

  第 2類      幅員 15米以上 

  第 3類      幅員 11米以上 

４ 1等小路     幅員 8米以上 

５ 2等小路     幅員 4米以上 

第二 前項に定めるものを除くの外街路の築造に関しては大正 8年 12月内務省令第 25号街路構造令の定

める所による 

第三 都市計画街路左の如し 

【街路番号（等級、類別、番号）、街路名称、起点、終点、（主なる経過地）、幅員（米）】 

2,3,1、朝立屋敷線、朝立字塩田、朝立字屋敷、（字日吉崎、字客）、11 
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2,3,2、朝立津布理線、朝立字日吉崎、津布理字石崎、（字正田）、11 

2,3,3、朝立海岸線、朝立字塩田、朝田字玉崎、（字塩田字虎之口）、11 

   但し、起点を隔たる延長約700メートルの地点より終点に至る区間の幅員はこれを8メートルとする。 

2,3,4、朝立安土線、朝立字畑岡、安土字栄浜、（字塩田、字日吉崎）、11 

1,小,1、大洲三瓶線、朝立字宮ノ下、朝立字朴、（字屋敷、字岡市）、8  

1,小,2、日吉崎石崎線、朝立字日吉崎、津布理字石崎、（字谷、字松ノ木）、8 

1,小,3、俵津三瓶線、朝立字塩田、津布理字新地、（字栄浜、字祝谷、字石崎）、8 

   但し、起点より2等大路第3類第4号線との交会点に至る区間の幅員はこれを11メートルとする。 

1,小,4、安土有網代線、安土字栄浜、有網代、（字御手洗）、8 

1,小,5、客屋敷線、朝立字客、朝立字屋敷、（字小又）、8 

1,小,6、袖ヶ谷久勝寺線、津布理字神ヶ谷、津布理字久勝寺、（字正田）、8 

1,小,7、祝谷谷線、津布理字祝谷、津布理字谷、（字脇之前）、8 

「別紙図面表示の通り」 

理由書 

良港を有する三瓶町は八幡浜市とともに愛媛県南部における産業及び交通上の要地をなし、町勢は近時

ますます発展する趨勢にあるが、在来街路の幅員は極めて狭小で、しかもその路線系統が無秩序であるた

め、本町の発展が著しく阻害せられている実情にあるので、ここに本案のような都市計画街路を決定し町

勢の進展に寄与せしめようとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 111111111111号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 90909090号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設（（（（排水施設排水施設排水施設排水施設））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定執行年度割決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 90号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように三瓶都市計画水利施設（排水施設）並びに同事業及びその

執行年度割決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

三瓶都市計画水利施設並びに同事業及びその執行年度割決定 

第一、 都市計画水利施設は次のようである。 

排水施設 

【番号、名称、事業区間（起点、終点、主なる経過地）、幅員（メートル）、排水区域（ヘクタール）】 

1、津布理排水路、安土字栄浜 537番地先、津布理字祝谷 3437番地、（津布理字祝谷 3420番地）、1.4、58 

但し、起点附近に地積約48.6平方メートルのポンプ場及び地積約76平方メートルの遊水地を設ける。 

2、朝立イ号排水路、朝立字畑岡 1 ノ 25番地、朝立字屋敷 2 ノ 132 ノ 1番地、（朝立字宮ノ下 1 ノ 32

番地）、1.18、0.86、47 

但し、起点附近に地積約 52平方メートルのポンプ場を設ける。 

3、朝立ロ号排水路、朝立字畑岡1ノ25番地、朝立字塩田1ノ1381番地、（朝立字畑岡1ノ548番地）、0.98、9 

「別紙図面表示の通り」 

第二、 前項の計画はこれを都市計画事業とし、その執行年度割を次のように定める。 

昭和 27年度      約 1割 
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昭和 28年度      約 3割 

昭和 29年度      約 3割 2分 

昭和 30年度      約 2割 8分 

理由書 

三瓶町はその地形上水利状況が極めて不良でしかも例年の風水害による土砂流及び南海地震以降の地盤

変動等によって排水状況は不順を極め、一般交通その他都市衛生上憂慮すべき実情にあるので、本排水路

を早急に整備してこれが打開を図ろうとするものである。 

 

議案第議案第議案第議案第 112112112112号号号号    昭和昭和昭和昭和 28282828年年年年 2222月月月月 23232323日建設省日建設省日建設省日建設省 27272727媛計第媛計第媛計第媛計第 96969696号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議号建設大臣付議    

三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設三瓶都市計画水利施設（（（（防火水槽防火水槽防火水槽防火水槽））））並並並並びにびにびにびに同事業及同事業及同事業及同事業及びそのびそのびそのびその執行年度決定執行年度決定執行年度決定執行年度決定についてについてについてについて    

昭和 28年 3月 30日  都市計画愛媛地方審議会長  

建設省 27媛計第 96号       都市計画愛媛地方審議会 

都市計画法第三条の規定により次のように三瓶都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びその

執行年度決定の件をその会の審議に付する。 

昭和 28年 2月 23日    建設大臣  

 

三瓶都市計画水利施設（防火水槽）並びに同事業及びその執行年度 

第一、都市計画水利施設は次のようである。 

【番号、名称、位置、容量（立方メートル）、面積（平方メートル）、摘要】 

1、屋敷水槽、大字朝立字屋敷、78.75、60.11、 

2、台水槽、大字朝立字台、42.93、27.06 

3、石崎水槽、大字津布理字石崎、52.64、29.11  

「別紙図面表示の通り」 

第二、前項の計画はこれを都市計画事業とし、昭和 27年度において執行するものとする。 

理由書 

消防水利の実情及び大火発生の危険度等の見地から本案のように位置を選定して防火水槽を設置し、都

市防災に万全を期そうとするものである。 

 

 

 

 

速記録 

書記：お待たせいたしました。只今から第 25回都市計画愛媛地方審議会を開催いたします。 

議長：大変お待たせいたしまして恐縮に存じます。知事が上京をして不在でございますので、私が代理といた

しまして議事を進めて参りたいと思いますがよろしくお願い申し上げます。そこで都市計画の審議会を

開催いたします。本日の議案は皆さんに御通知申し上げたように松山特別都市計画街路事業及びその執

行年度割決定について他16件でございまして、さきに建設大臣から当審議会に付議になりましたので、

その審議を願うために開会するわけでございます。まず議事規則によりまして本日の議事録署名者を私

より御指名申し上げたいと思いますので御承認願いたいと思います。委員さんと委員さんにお願いした

いと思います。これより御審議を願うのでございますが、その前にちょっと御断りしておきまするが、
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これはすでに御承知とは存じますが市長、村長と村会議員の方はその市町村に関しない関係については

関与できないことになっておりますから、そのまま傍聴をお願いいたしたいと思います。 

それでは議案の報第 32号でありまするが、これは朗読を省略いたしましてお手元に配布してありま

す印刷物によって御了承願いたいと思います。朗読いたさせます。 

議長：幹事より説明をいたさせます。 

幹事：大体理由書で御承知だと思いますが、計画書にも 27年度から舗装工事の一部が取り上げられまして、

松山市の先程読み上げましたので御承知と思いますが、御承知のように本年度は松山市で国体もや

るような関係になっておりますので、それに必要な南堀端通りと花園町の市駅に通ずる一部を舗装

しようとする案でございます。 

議長：御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：他に御質問ございませんか。では御異議ないものと認めまして読会を省略、可決確定議といたします。 

続いて第 96議案に移りますが私、ちょっと用がございますので、土木部長に議長代理をさせたいと

思いますので、御承認を願いたいと思います。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：第 96議案に移り朗読いたさせます。 

議長：では幹事をして説明をいたさせます。 

幹事：別に御説明申し上げるまでもなく、理由書の通りでございますから、説明は省かせていただきます。 

議長：この議案に着きまして、御質問がございますればお願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：他に御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御質問ございませんでございますから読会を省略いたしまして、採決いたしたいと存じま

す。別に御異議ございませんか。（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは御異議ございませんから可決確定議といたします。 

引き続きまして第 97号議案、この御審議をお願いいたします。書記をして朗読いたさせます。 

（朗読） 

議長：では幹事をして説明をいたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。理由書にもございますように新玉公園の一部を区画整理の換地の対照といたしまして、

やむを得ず縮小しなければならないようになりましたから、さらに清水公園と萱町公園を都市計画に決定す

ることによって、その新玉公園あら縮小された部分を清水公園と萱町公園を決定することによって置き換え

ようとするために本案のように計画したわけでございます。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：つきまして、御質問ございますればお願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御異議もないようでございますから読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

引き続きまして第 98号議案の御審議をお願いいたします。書記をして朗読いたさせます。 

議長：では幹事をして説明をいたさせます。 
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幹事：御説明申し上げます。城山公園は松山の戦災復興計画のときに、都市計画公園として決定された通りで

ございますが、本年度の国民体育大会は当松山市で開かれるようになりましたから、その当時から運動

公園として計画をしておったわけでございまして、それを 27 年度の事業としてさらに事業決定をやろ

うとするわけでございます。そのために事業をするために都市計画事業としてここに決定いたすように

皆さんの御審議をお願いしたいとかように存ずるものでございます。どうかよろしくお願いいたします。 

議長：この議案につきまして、御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：では読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは御異議ないものとして可決確定議といたします。 

引き続き第 99号議案の御審議をお願いいたします。 

（書記朗読） 

議長：幹事をして説明いたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。昭和 25年の 5月に波止浜公園及び近見山一帯は国立公園になりまして、この波止

浜、今治を中心とする観光都市の需要が増加したわけであります。従いまして、波止浜と今治とを結ぶ道

路の幅員を拡張するということは目下の急務であり、しかも波止浜の駅前の広場を拡張することも目下非

常に重要視されておるわけでございまして、従いまして本案のように今治市の街路の一部を波止浜の方へ

延長すると同時に、波止浜駅前の広場を 27 年度の都市計画事業として決定し、本案のように拡張したい

とかように考えまして本議案を提出したわけでございます。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：御質問ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして、可決確定議といたしたいと存じます。 

次に第 100号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：幹事をして議案を説明いたさせます。 

幹事：ここに提出してございます 2等大路第 3類第 2号線、これは八幡浜市と宇和島市並びに卯之町方面

に連絡する重要幹線でございまして、26，7年度 2カ年計画事業としてやっとるわけでございます。

その路線でございます。理由書にございますように、以前決定いたしました計画通りやるというこ

とは非常に傾向も悪うございまして、一応三瓶の方へ海岸線を通って八幡浜駅に通ずる連結上お手

元にある図面の点線の部分を赤線の方に変更いたすとともに一部路線を追加いたしまして本案のよ

うに決定したいとかように存ずるのであります。どうかよろしくお願いいたします。 

議長：御質問があればお願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

委員：ちょっと、私、本案に賛成でありますが、工事が完了いたしましたならば河川になっておるのであ

って、それを渡る橋という問題が起こってくるのでありまして、これらの見通しについて、この都

市計画の考え方をお聞かせ願いたいのであります。例えば何年度くらいに着工するかといった点を。 

幹事：この路線の変更につきましては建設省の方では現在の鉄道路線に沿って隧道のある方へやったらどうか

というような御意見もありましたのでございますが、それは図面をご覧のように河川を 2か所渡ること

になっております。いろいろ架橋にも引っかかる問題でございます。鉄道に沿ってゆくようなお話もご

ざいましたが、あちらに回しますと非常に車道なんかのために経費がかかりますので、計画通りにやら



 - 38 - 

して貰うように承認を得たわけでございますが、28年度では少なくとも現在の 27年度に続いて橋の手

前までやりたいと、そうして 29年度の橋にかかるというふうな計画をしておるのでございますが。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは別に御異議ないものと認めまして、読会を省略して、確定議といたしたいと存じます。 

次に第 101号議案に移ります。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明いたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。八幡浜市は御承知のように水道がございますんでございます。これもずっと以前に

やりました関係上、また相当海水が、送水管なんかも腐朽しておりますし、思うように消防の目的が達せ

られないわけでございます。従いまして建設の方としましても 26年度は 5か所の防火水槽を準備したわ

けでございますが、引き続き 27年度も 5か所の防火水槽を設けることによって消防水利を与えたいとか

ように考えまして本議案を提案したわけでございます。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：この議案につきまして質問がございますならばお願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：御異議ございませんか。それでは読会を省略して、採決いたしたいと存じます。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：御異議ないものと認めまして、可決確定議といたします。 

次に第 102号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明いたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。御承知のように新居浜駅は現在泉川町でございまして、裏の方には泉川町、

角野町、中萩町等がございまして、裏手の新居浜に関するより以上後の方にも相当の商工業がござ

います。そんな関係で新居浜に裏駅を設置するというような案が従来起こっておったわけでござい

まして、本議案は将来裏駅を作るというような目的の為に新居浜駅の裏から泉川町並びに角野の中

心部を結ぼうという議案でございます。従いまして現在の国道より新しく計画されておる国道はち

ょっとしまいになるわけでございますが、国道にも連結され、しかも新立－新居浜線という線にも

連結されるように重要路線でございます。昭和 27 年度の 200 万の事業費をもって目下工事中でご

ざいます。どうかよろしく本議案の通り御決定下さるようにお願いいたします。 

議長：何かご質問がございませんか。 

委員：裏駅の見通しはどういうふうになっておりますか。 

幹事：鉄道の方へしばしば地元の方から陳情しておるわけでございますが、道路が先じゃ或いは裏駅が先

じゃというような現在の状況でございまして、裏駅をつくるにしても相当の年 80万以上の乗降客が

なければ裏駅の資格がないというようなこともございますけれども、裏駅が、現在は裏の方が貨物

の方は一部操作をやっておりますので、裏へ、その泉川町並びに角野の中心部を結ぶということは

異議があると、かように考えまして、或いは重要幹線道路として一部を改修しようという意気込み

でございます。どうか鉄道側におかれましても地元の意のあるところをお含み取り下さいましてよ

ろしく事業が進みまするよう御取り計らい願いたいと思います。 

議長：他に御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御異議ないものと認めまして、読会を省略いたしまして、可決確定議といたします。 
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続きまして第 103号議案に移ります。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明いたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。御承知のように新居浜市は本県唯一の工都でございまして、しかも元の漁師

町から発達した関係で街路の幅員は狭小であり、しかもいろいろ悪癖がございますし、現在に至る

まで、まだ上下水道の設備がないわけでございます。そういうような関係でございまして、まあな

るべく早く防火施設を準備しなければいけないような現状でございます。本案のように差し当たり

6 か所防火水道を設けまして一部でも防火の目的を達したいとかように考えまして本案を提案した

次第でございます。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：議案につきまして御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：御質問もないようでございますので読会を省略いたしまして、可決確定議といたしますが御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは可決確定議といたします。 

引き続きまして第 104号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：議案の説明をいたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。本議案の提出した理由は大体ここに理由書に書いてある通りでございまして。

本事業といたしましては 27 年度でその一部を施行しておるわけでございましてどうか本案の通り

御決定いただくように御審議をお願いしたいと思います。 

議長：この議案につきましての御質問お願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは御異議ないものと認めまして、読会を省略いたしまして、可決確定議といたします。 

議長：引き続きまして第 105号議案に移ります。朗読いたさせます。 

議長：議案の説明をいたさせます。 

幹事：御説明申し上げます。本県の海岸地帯並びに島嶼部では南海地震以来地盤が沈下したために満潮時は海水

が逆流し、人家並びに都市の中心部に停滞するというふうな現状でございまして、たまたま洪水期なんか

と合致した場合には一帯に洪水並びに海水が停滞いたしまして、非常に人畜に被害を及ぼしておるような

現状でございまして、つきましては建設省におきましてもそういうような都市に対して、都市排水施設を

やろうというようなわけでございまして、西條市におきましても 27 年度から都市水利施設として本案の

ような事業を認められたわけでございます。どうかよろしく本議案の通り御審議をお願いいたします。 

議長：御質問がございますればお願いたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：別に御異議もないようでございますので読会を省略いたしまして、採決したいと思いますが御異議

はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは可決確定議といたします。 

続きまして第 106号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 
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議長：説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。別に説明申し上げるまでもなく、理由書に書いてあるます通りでございまして。

どうかよろしく本案の通り御審議をお願いしたいと思います。 

議長：本案につきましての御質問はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして、採決したいと思いますが御異議はございませんか。（「異議なし」

と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

議長：次に第 107号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。菊間町におきましても西條市と同様、地盤沈下のために海水が逆流してくるのと

同時に降雨のため自然排水ができないので町内が非常に浸水が多くして困っておるわけでございまし

て、そのために排水路を 2か所作ると同時にその末端にポンプ施設をやりまして自然排水が出来ない

からポンプで排水しようというような計画の下に 27年度から事業はやっておるわけでございまして、

どうか本計画のように決定するように御審議をお願いしたいと思います。かように存じます。 

議長：本案につきまして御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：それでは読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思いますが御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

議長：引き続きまして第 108号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。大洲町におきましては、既に決定いたしました都市計画の街路網の一部を本案の

ように変更すると同時に駅前広場の事業計画を決定いたしまして、27 年度、28 年度両年度に於いて

駅前広場の拡張事業をやろうとするわけでございます。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：本案につきまして質問ございますればお願いいたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：御質問もないようでございますので読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思いますが御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

議長：次に第 109号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：議案の説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。この案におきましてもここに書いてあるように排水路が非常に狭く、且現在埋

没しておるような関係でございまして都市の排水が非常に不備なのでございまして、従いましてこ

の本議案に提案したように 1から 5に亘る 5か所、排水施設を計画すると同時にその一部である鬼

窪排水路を 27年度から 2カ年の計画事業として事業化するというわけでございます。どうかよろし
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く本議案のように御審議をお願いしたいとかように思うわけでございます。 

議長：本議案につきまして質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：では読会を省略いたしまして、可決いたしたいと思いますが御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

議長：次に第 110号議案の御審議をお願いいたします。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。三瓶町は御承知のように敷紡、並びに酒六の二大工場がございまして非常に産

業に恵まれておるわけでございます。一方港も比較的良好でございまして、海上交通は恵まれてお

るわけでございまするけれども一方町内に入ってみますと、道路は非常に狭くしかも洪水が多うご

ざいまして、ために非常に阻害されておるわけでございます。従いまして、本町といたしましては

早急に都市計画街路網を設置して早急に事業計画をやりたいと考えまして、本案の街路網を提出い

たした様な次第でございます。決定されますようどうかよろしくお願いいたします。 

議長：本案につきまして質問ございますればお願いいたします。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：御質問もないようでございますので読会を省略いたしまして、採決にいたしたいと思いますが。（「異

議なし」と呼ぶものあり）それでは可決確定議といたします。 

議長：引き続きまして第 111号議案の御審議を願います。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

議長：説明をいたさせます。 

幹事：説明申し上げます。三瓶町におきましても南海地震以来満潮時に於いて潮流が逆流しまして非常に

人家に被害を及ぼしておるのであります。従いまして本案のように町内に 3 本を配すると同時に、

その末端にポンプ施設をやりましてポンプ排水をやろうというわけでございます。その一部である

イ号、ロ号排水路を 27年度から 4カ年計画事業として都市計画を設置したわけでございます。どう

かよろしく本案のように御審議をお願いいたしたいと存じます。 

議長：何か御質問ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

議長：格別御質問も御異議もないようでございますので読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思い

ますが。御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

それでは可決確定議といたします。 

議長：次に第 112号議案の御審議を願います。朗読いたさせます。 

（書記朗読） 

幹事：説明申し上げます。三瓶町におきましても消防水路不備のところへ本案のように 3 か所消防の為に

貯水槽を設けることによって消防施設の充実を図ろうと考えまして本案の様に提案したわけでござ

います。どうかよろしく御審議をお願いいたします。 

議長：本案につきまして御質問はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 
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議長：御異議もないようでございますので読会を省略いたしまして、採決いたしたいと思いますが。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

では可決確定議といたします。 

以上を持ちまして、本日の御審議願いました全部の議案を終了いたしました。長時間に亘りまして

誠にありがとうございました。 


